
令和３年９月３０日 

お客様各位 

 

緊急事態宣言解除に伴う対応について 

 

 

 

日頃より当テニスクラブをご利用いただき誠にありがとうございます。 

 

さて、９月３０日で緊急事態宣言が解除されます。 

そこで当テニスクラブの１０月１日からの対応といたしましては、感染予防対策

を強化し、日本テニス事業協会のガイドラインに沿って営業してまいりますので

ご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

また今後の感染状況、政府の要請次第では変更が生じる場合もございます。 

その際は当テニスクラブホームページにてご確認ください。 

 

 

一日も早い終息を迎えることで、皆さまには心から安心して楽しんでいただける

ように考えております。 

 

皆さまの心からのご理解とご協力を賜りますよう、重ねてよろしくお願い申し上

げます。 

 

 

                   

竜美丘テニスクラブ 
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